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児童発達支援・放課後等デイサービス 風の谷 

 

 

 

 

 
 



 はじめに 
本事業所は，個人情報保護法，その他の関係法令，貴法人就業規則ならびに個人情報保護規定に従

い，貴法人が取扱う利用者等の個人情報につき，以下の事項を遵守し，適正に取扱い，在職中はもちろ

ん退職後も開示するような行為は一切致しません。 

この誓約に違反した場合には，貴法人就業規則に従い懲戒処分を受けることに異議はありません。ま

た，違反したことにより貴法人が被った一切の損害を賠償する義務があることを認めます。 

 

 

１ 秘密保持について 

 

  次に掲げる情報（以下「秘密情報という。」）について，貴法人の許可なく使用，貴法人あるいは貴法

人外において，開示，提示もしくは漏洩しません。 

 （1）業務上知りえた貴事業所の障がい児及びその家族の情報や秘密事項 

 （2）貴法人が秘密保持すべき対象と指定した情報 

 （3）貴法人の人事，経理，職員の情報等に関する情報 

 

 

２ 秘密情報の報告及び帰属について 

   

  秘密情報の創出又は取得に関わった場合には，遅滞なくその内容を貴法人に報告するとともに，貴

法人が業務上作成したものであることを確認し，当該情報の帰属が貴法人にあることを確認いたし

ます。また，当該情報について私に帰属する一切の権利を貴法人に譲渡し，その権利が私に帰属する

旨の主張をいたしません。 

 

 

３ 退職後の秘密保持について 

 

  秘密情報については，貴法人を退職した後においても，開示，漏洩もしくは使用しないことを約束し

ます。また，秘密情報が記載，記録されている媒体の複製物及び関係資料等がある場合には，退職時

にこれを貴法人に全て返還もしくは廃棄し，自ら保有しません。 
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